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(54)【発明の名称】 有機ＥＬパネルおよびその製造方法

(57)【要約】
【課題】      素子間の良好な接続を可能にするスルー
ホールを備えた有機ＥＬパネルを提供する。
【解決手段】  基板と、基板上にスイッチング素子、絶
縁膜、第１電極、発光層を含む有機物層および第２電極
が順に形成され、絶縁膜を貫通して第１電極とスイッチ
ング素子を接続するスルーホールとを有し、スルーホー
ルは、内周面が第１電極からスイッチング素子に向かっ
て小さくなる円錐テーパーを有し、スイッチング素子の
駆動による発光層の発光を第２電極側から取り出すアク
ティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネル。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と、基板上にスイッチング素子、絶
縁膜、第１電極、発光層を含む有機物層および第２電極
が順に形成され、絶縁膜を貫通して第１電極とスイッチ
ング素子を接続するスルーホールとを有し、
スルーホールは、内周面が第１電極からスイッチング素
子に向かって小さくなる円錐テーパーを有し、スイッチ
ング素子の駆動による発光層の発光を第２電極側から取
り出すアクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネ
ル。
【請求項２】  絶縁膜が、感光性樹脂からなる平坦化膜
である請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】  スルーホールの内周面が、スルーホール
の軸心に対して３０～８０度傾斜してなる請求項１また
は２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】  スイッチング素子と第１電極の接続部
が、発光層によって形成される画素平面の略中心にあ
り、第１電極が、前記接続部から画素平面の端部にかけ
て傾斜した凹状に形成されてなる請求項１から３のいず
れか１つに記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】第１電極が、５０％以上の光反射率を有す
る請求項１から４のいずれか１つに記載の有機ＥＬパネ
ル。
【請求項６】第１電極が、４．５ｅＶ以下の仕事関数を
有する材料からなる請求項１から５のいずれか１つに記
載の有機ＥＬパネル。
【請求項７】第１電極が、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ａｇ、Ａ
ｌ：Ｉｎ、Ａｌ：Ｃａ、Ａｌ：Ｂａ、Ａｌ：Ｃｓからな
る合金、Ｃａ、B ａ、Ｃｓ、Ｌｉ、Ｍｇ、Ｉｎの中から
選ばれた材料からなる請求項１から６のいずれか１つに
記載の有機ＥＬパネル。
【請求項８】第１電極が、アルカリ金属またはアルカリ
土類金属のハロゲン化物と、金属電極との二層構造であ
る請求項１から７のいずれか１つに記載の有機ＥＬパネ
ル。
【請求項９】金属電極が、Ａｌ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ａ
ｇ、Ａｌ：Ｓｉ、Ａｌ：Ｔｉ、Ａｌ：Ｃａ、Ａｌ：Ｂ
ａ、Ａｌ：Ｃｓ、Ａｌ：Ｉｎの中から選ばれた材料であ
る請求項８に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１０】  アルカリ金属のハロゲン化物がＬｉＦ
である請求項８に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１１】  基板が、ガラス、セラミックまたはホ
ーローからなる請求項１から１０のいずれか１つに記載
の有機ＥＬパネル。
【請求項１２】  スイッチング素子が、ＭＩＭ素子また
はＴＦＴ素子である請求項１から１１のいずれか１つに
記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１３】  基板上にスイッチング素子、絶縁膜、
第１電極、発光層を含む有機物層および第２電極が順に
形成され、絶縁膜を貫通して第１電極とスイッチング素
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子を接続するスルーホールを有する有機ＥＬパネルを製
造するに際し、基板上に形成された絶縁膜に軸線方向に
同径の下孔を形成し、次いで、この下孔を加熱して内周
面が第１電極からスイッチング素子に向かって小さくな
る円錐テーパーを有するスルーホールを形成する有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項１４】  予め第２電極および／または有機物層
を形成したドナー基板を、有機物層または第２電極が接
するように基板に貼り合わせ、ドナー基板側から熱を照
射して、有機物層および／または第２電極を基板側に転
写する請求項１３に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は有機ＥＬパネルおよ
びその製造方法に関し、特にアクティブマトリクス駆動
方式の有機ＥＬパネルおよびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬパネルは、蛍光性の発光層を含
む有機物層を電極で挟持してなる有機ＥＬ素子（エレク
トロルミネッセンス）を画素としてディスプレイを構成
し、有機ＥＬ素子は低電圧駆動、高輝度、高速応答等の
特徴を有する。特に各画素にスイッチング素子を用いた
アクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルは、デ
ューティ駆動のパネルに比べて瞬間輝度を低く抑えるこ
とができるとともに、表示品位を向上させることができ
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】例えば、特開平11-231
805 号公報に開示されているように、従来のアクティブ
マトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルは、通常、基板側
から発光を取り出す構成となっている。しかし、基板上
のスイッチング素子やその配線部分などの光を通さない
材料で構成されている部分によって、１画素の面積に対
する実際の発光面積、いわゆる開口率が減少する。
【０００４】一方、従来のアクティブマトリクス駆動方
式の有機ＥＬパネルは、図４に示すように、発光層を含
む有機物層１０５の電極１０４と、基板１０１上に形成
されたスイッチング素子２等は、通常、絶縁膜１０３を
貫通するスルーホール１０７を介して接続されている。
上記スルーホールは、通常、数ミクロンの深さで形成す
るため、スルーホール形成時の穿孔や形成されたスルー
ホールに対する電極材料の充填などが不十分な場合に
は、スイッチング素子と電極の接続不良が起こりやすい
という問題点があった。
【０００５】この発明は、これらの問題点に鑑みてなさ
れたものであり、素子間の良好な接続を可能にするスル
ーホールを備えた有機ＥＬパネルを提供することを目的
とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】この発明によれば、基板
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と、基板上にスイッチング素子、絶縁膜、第１電極、発
光層を含む有機物層および第２電極が順に形成され、絶
縁膜を貫通して第１電極とスイッチング素子を接続する
スルーホールとを有し、スルーホールは、内周面が第１
電極からスイッチング素子に向かって小さくなる円錐テ
ーパーを有し、スイッチング素子の駆動による発光層の
発光を第２電極側から取り出すアクティブマトリクス駆
動方式の有機ＥＬパネルが提供される。
【０００７】すなわち、内周面がスルーホールの軸心に
対して平行に形成された従来のスルーホールでは、開口
部がスイッチング素子まで到達していなかったり、電極
形成時にスルーホールが電極材料で十分に満たされない
場合に接続不良が発生したが、この発明では、スルーホ
ールが、内周面が第１電極からスイッチング素子に向か
って小さくなる円錐テーパーを有して形成されるので、
スイッチング素子に開口する穿孔を確実に確保できると
ともに、第１電極形成時にこのスルーホールを電極材料
で確実に埋めることが容易になり、前記素子間の良好な
接続を可能にする。
【０００８】この発明の別の観点によれば、基板上にス
イッチング素子、絶縁膜、第１電極、発光層を含む有機
物層および第２電極が順に形成され、絶縁膜を貫通して
第１電極とスイッチング素子を接続するスルーホールを
有する有機ＥＬパネルを製造するに際し、基板上に形成
された絶縁膜に軸線方向に同径の下孔を形成し、次い
で、この下孔を加熱して内周面が第１電極からスイッチ
ング素子に向かって小さくなる円錐テーパーを有するス
ルーホールを形成する有機ＥＬパネルの製造方法が提供
される。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、この
発明の有機ＥＬパネルの実施の形態を説明するが、この
発明はこれらによって限定されない。
実施の形態１
図１は、この発明の実施の形態１による有機ＥＬパネル
の構成を示す正面断面図である。図１において、有機Ｅ
Ｌパネル１０は、基板１と、基板１上に順に形成された
スイッチング素子２、平坦化膜３（絶縁膜）、第１電極
４、発光層を含む有機物層５および第２電極６と、平坦
化膜３を貫通して第１電極４とスイッチング素子２を接
続するスルーホール７とを有する。スイッチング素子２
の近傍の基板１上には、データを保持するキャパシタ８
が形成されている。スイッチング素子２およびキャパシ
タ８は、図示しない電源回路部に接続されている。
【００１０】アクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬ
パネル１０は、スイッチング素子２からの信号に基づい
て前記発光層の発光が駆動され、この発光を基板１と反
対側の第２電極６から取り出す構成を有する。有機ＥＬ
パネル１０では、スルーホール７が、内周面が第１電極
４からスイッチング素子２に向かって小さくなる円錐テ
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ーパーを有することを特徴とする。
【００１１】有機ＥＬパネル１０の製造手順を有機ＥＬ
パネル１０の各部の構成とともに説明する。基板１は、
絶縁性のものであれば特に限定されず、透光性または非
透光性の基板も使用が可能であり、ガラス基板、セラミ
ック基板、ホーロー基板等が挙げられる。ホーロー基板
および液晶ディスプレイ用として量産されているガラス
基板は、コストが低減されるので好ましい。セラミック
基板は、耐熱温度が高く、スイッチング素子にポリシリ
コンＴＦＴを利用する場合にガラスの軟化点以上に熱処
理温度を高めることができ、ＴＦＴ素子の特性向上が図
れるので、好ましい。
【００１２】有機ＥＬパネル１０を製造するに際し、ま
ず、ガラス基板１上にスイッチング素子２およびキャパ
シタ８を公知の方法で形成する。スイッチング素子２と
しては、アクティブマトリックス駆動方式の有機ＥＬパ
ネルに用いられるＭＩＭ素子（Metal Insulator Metal)
またはＴＦＴ素子(ThinFilm Transistor)が挙げられ
る。ＴＦＴ素子は液晶ディスプレイ等で広く用いられ、
プロセスも確立しているので設計および製造における扱
いが容易である。また、ＭＩＭ素子はスイッチング素子
としての構造が簡単であり、使用するマスクの枚数も少
なく、プロセス数が減らせるので、有機ＥＬパネルの作
製コストの低減が図れる。
【００１３】次いで、スイッチング素子２およびキャパ
シタ８を覆って基板１上に平坦化膜３を形成する。平坦
化膜３は、スイッチング素子２およびキャパシタ８の形
成による表面の凹凸をなくしてその上に平坦な積層を行
わせるための下地となる層であり、スピンコート等の塗
布法で数ミクロンの膜厚が形成できる性質を有するアク
リル系の感光性樹脂等が、安価な設備が利用でき、プロ
セスの簡略化が図れるなどの点から好ましい。上記の樹
脂は、一般的に吸湿性があり、水分がスイッチング素子
２に悪影響を及ぼすおそれがある。このため、平坦化膜
３を形成する前にＳｉＯ、ＳｉＮ等の無機絶縁膜を形成
するのが好ましい。
【００１４】次いで、平坦化膜３の材料となる上記樹脂
をスピンコート法で基板１上に４～５ミクロンの厚さに
なるように塗布し、７０～８０℃でプリベークを１０～
３０分行う。
【００１５】次いで、スルーホール７を形成する。この
発明では、図２に示すように、内周面がスルーホールの
軸心Ｚに対して傾斜角度θが３０度以上で傾斜したスル
ーホール７を形成する。そのために、平坦化膜３を貫通
するスルーホール７の下孔７ａを設ける。図２に示すよ
うに、下孔７ａは、軸線方向に同径の孔として、すなわ
ち、内周面がスルーホール７の軸心Ｚと平行になるよう
に形成されるが、所望するスルーホール７の内周面の傾
斜角度θや接触抵抗に応じてその直径Ｄが決定される。
【００１６】下孔７ａの形成は、前記プリベークの後、



(4) 特開２００３－２２０３５

10

20

30

40

50

5
スルーホール７の形成が必要な部分に開口部を設けたフ
ォトマスクを使用して、基板１上に積層された前記樹脂
に対して紫外線露光を行い現像することにより形成され
る。次いで、下孔７ａの内周面を所望する傾斜角度θで
傾斜させるために、前記樹脂の軟化点を超える温度（例
えば２２０～２５０℃）でポストベークを３０～６０分
行う。このポストベークは、使用する樹脂の種類、必要
な膜厚により条件が異なってくるが、傾斜角度を小さく
する場合には低い温度で短時間（例えば２２０℃、３０
分）行い、傾斜角度を大きくする場合には高い温度で長
時間（例えば２５０℃、６０分）行う。
【００１７】これにより、平坦化膜３を貫通して内周面
が傾斜角度θを有するスルーホール７が形成される。な
お、傾斜角度θは大きい程よく、好ましくは３０度以
上、より好ましくは４５度以上が適当である。傾斜角度
θが１０度以下であれば、スイッチング素子と第１電極
との接続不良が起こりやすくなる。
【００１８】次いで、スルーホール７が形成された平坦
化膜３の全面に電極材料からなる層を形成し、フォトリ
ソグラフィにより平坦化膜３上の所定部分に第１電極４
を形成する。第１電極４を構成する電極材料としては、
光を反射する材料からなる。すなわち、発光層は上方向
にも下方向にも等量ずつ発光する等方向性を有するた
め、図中上方、つまり、第２電極６側から発光を取り出
す場合に第１電極１４が透明電極であれば、発光層から
下側へ発光した光は取り出すことが出来ないため発光効
率が低下する。この発明では、基板に形成する電極材料
として光を反射する材料を用いることにより、発光層か
ら下方へ発光した光を第１電極１４で反射させて上方か
ら取り出すことができ、発光効率の低下を防ぐことがで
きる。
【００１９】このような光反射材料としては、金属電極
に通常用いられる金属材料が使用可能であり、５０％以
上の反射率をもつ材料が好ましい。特に、ＡｌまたはＡ
ｌを主成分とする金属は、一般に反射率が８０％以上あ
るので好ましい。前記の金属材料としては、Ａｌ：Ｌ
ｉ、Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｉｎ、Ａｌ：Ｃａ、Ａｌ：Ｂ
ａ、Ａｌ：Ｃｓ、Ｃａ、B ａ、Ｃｓ、Ｌｉ、Ｍｇ、Ｉｎ
等が挙げられる。
【００２０】一方、第１電極４は有機物層５へ電子を注
入する役割もあるため、仕事関数が小さいことが好まし
く、4.5 ｅＶ以下であることが望ましい。仕事関数が4.
5 ｅＶ以上の電極材料を用いると、電極と有機層界面の
障壁電位が大きくなるので、駆動電圧が上昇し発光効率
が低下する。
【００２１】仕事関数の低い金属としては、Ｌｉ、Ｍ
ｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｃｓ、Ｉｎ等が挙げられる。一般に仕
事関数の低い金属は空気中で不安定である場合が多いの
で、これらの金属とＡｌ、Ａｇ等の安定な金属との合金
を使用しても、発光効率の高い有機ＥＬパネルが得られ
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る。第１電極１４から有機物層５への電子の注入効率を
上げるには、金属電極と有機物層５の間に、アルカリ金
属またはアルカリ土類金属のハロゲン化物の層を挟み、
前記ハロゲン化物の層と金属電極からなる二層構造の電
極とすることが好ましい。この場合には、金属電極の仕
事関数が低くなくても、ＡｌやＡｌ：Ｓｉ、Ａｌ：Ｔｉ
等の反射率が大きい金属が使用可能である。上記の金属
電極としては、Ａｌ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：
Ｓｉ、Ａｌ：Ｔｉ、Ａｌ：Ｃａ、Ａｌ：Ｂａ、Ａｌ：Ｃ
ｓ、Ａｌ：Ｉｎが挙げられる。アルカリ金属、アルカリ
土類金属のハロゲン化物としては、空気中でも比較的安
定であり、蒸着も容易なＬｉＦが適している。
【００２２】なお、図１において、スイッチング素子２
と第１電極４の接続部は、前記発光層によって形成され
る画素平面の中心にはなく、その中心から離れた位置に
ある。
【００２３】次に、第１電極４上に発光層を含む有機物
層５を形成する。有機物層５は、公知の方法、例えば蒸
着法、スピンコート法、印刷法、インクジェット法、転
写法等により形成することができる。有機物層５は、発
光層以外にも、例えばホール輸送層、ホール注入層、電
子輸送層、電子注入層等の電荷輸送層を積層して構成し
たものであってもよい。発光層を構成する材料として
は、有機ＥＬ素子に用いられてきた低分子系材料や高分
子系材料を使用することが可能であり、例えば、トリス
（８－ヒドロキシナト）アルミニウム（Ａｌｑ

3
)、ビス

（２－メチル－８－ヒドロキシナト）（ｐ－フェニルフ
ェノラート）アルミニウム（ＢＡｌｑ

3
)、チアゾール誘

導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘
導体、キナクリドン誘導体、トリフェニルアミン誘導
体、蛍光性金属錯体等が挙げられる。
【００２４】熱転写フィルム方式（転写法）を用いて有
機物層５を形成する場合について説明する。熱転写フィ
ルム方式は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フ
ィルム等から構成されるドナー基板上に、転写すべき薄
膜層、例えば、電極や有機物層を蒸着法、スピンコート
法、スパッタ法等で形成し、次に薄膜層が基板に接する
ようにドナー基板を基板に貼り付けて、ドナー基板側か
らレーザー光や熱等のエネルギーを加えることにより、
薄膜層を基板側に転写する方法である。
【００２５】熱転写フィルム方式を用いた有機物層５の
形成の実施例を以下に示す。まず、厚さ0.1 ｍｍ厚のＰ
ＥＴフィルムに、光―熱変換層としてカーボン粒子を混
合したエポキシ樹脂を５ミクロン厚に形成し、さらに剥
離層としてポリαメチルスチレンを１ミクロン厚に形成
した。このように形成されたフィルムを熱転写用フィル
ムとして用いた。次いで、この熱転写用フィルムにホー
ル輸送層としてジアミン誘導体（α―NPD ）を、発光層
としてＡｌｑ

3
 をそれぞれ５００Åの厚さで蒸着した。

蒸着は通常のボートによる抵抗加熱法を用い、真空度は
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7
約１×10-4Pa、蒸着速度は約２～３Å／ｓｅｃとした。
【００２６】次いで、前記のホール輸送層および発光層
からなる有機物層が蒸着された熱転写フィルムを第１電
極４に密着させて熱転写フィルム側からレーザ光を照射
することにより、熱転写フィルム上の上記有機物層を第
１電極４上に転写して有機物層５を形成した。レーザは
波長1068ｎｍのYAG レーザを用い、エネルギーは0.1か
ら10Ｊ／ｃｍ2 の範囲で行った。
【００２７】熱転写フィルムをはがした後、対向する第
２電極６として、ＺｎＯを１０％ドープしたＩｎ

2 
Ｏ
3 

（IDIXO)からなる透明電極を１５０ｎｍの厚さで形成し
て有機ＥＬパネル１０を作製した。このような熱転写方
式を用いると、レーザービームのビーム径を絞ることに
より、高精細なパターニングが可能であるため、従来の
メタルマスクを用いた蒸着では不可能であった高精細の
有機ＥＬパネルが作製可能となる。作製された有機ＥＬ
パネル１０は、第１電極４が、前記接続部から画素平面
の端部にかけて傾斜した凹状に形成され、スイッチング
素子２と第１電極４の接続部は、有機物層５によって形
成される画素平面の中心から少し離れた位置にある。
【００２８】実施の形態２
前記の実施の形態１では、熱転写フィルム上にホール輸
送層および発光層を蒸着し、次いで熱転写フィルム上の
これらの有機物層５を第１電極４上に転写したが、この
実施の形態２では、転写フィルム上に、まずIDIXO から
なる第２電極６を形成し、次いで実施の形態１と同様
に、ホール輸送層および発光層を形成した。次いで、熱
転写フィルム上の上記有機物層５および第２電極６を第
１電極４上に転写した。上記以外は実施の形態１と同様
の条件で有機ＥＬパネル１０を作製した。このように、
有機物層５および第２電極６を同時に転写することによ
り、転写用フィルムの枚数削減およびプロセスの簡略化
が図れ、有機ＥＬパネルの作製コストを下げることが可
能となる。
【００２９】実施の形態３
前記の実施の形態１では、第１電極４が、スイッチング
素子２と第１電極４の接続部から画素平面の端部にかけ
て傾斜した凹状に形成され、スイッチング素子２と第１
電極４の接続部は、有機物層５によって形成される画素
平面の中心から離れた位置にある構成としたが、この実
施の形態２では、有機ＥＬパネル２０において、図３に
示すように、スイッチング素子２と第１電極１４の接続
部は、有機物層１５によって形成される画素平面の中心
近傍に位置する構成とした。上記の接続部の位置の設定
以外については、実施の形態１と同様の構成とした。有
機ＥＬパネル２０では、スルーホール１７の内周面の傾
斜が緩くなり（傾斜角度は画素サイズにより異なってく
るが、θ＝５０～８０度程度となる）、第１電極１４、
有機物層１５および第２電極１６の各層は、スルーホー
ル１７の内周面の傾斜に従って緩い傾斜を有する凹状に*
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*形成される。このように、スイッチング素子２と第１電
極１４の接続部を画素平面の中心近傍に配設することに
より、スルーホール１７の内周面の傾斜をもっとも緩や
かにすることができる。したがって、第１電極１４を形
成する電極材料の充填が確実に行われるので、接続不良
を最小限に抑えることができる。
【００３０】上記の実施の形態１～３では、内周面が第
１電極４、１４からスイッチング素子２に向かって小さ
くなる円錐テーパーからなるスルーホール７を介して第
１電極４、１４とスイッチング素子２が接続される。こ
のような構成では、スルーホール７に沿って形成される
第１電極４、１４を、スルーホール７の内周面にしっか
りと付着させることができるので、従来のように電極形
成時にスルーホールの内周面に電極材料との親和性を高
めるための処理を行わなくても、このスルーホール７を
電極材料で埋めることが容易になり、スイッチング素子
２と第１電極４の接続を確実に行うことができる。ま
た、発光を基板１とは反対側の面から取り出すため、非
透光性の基板も使用できるので、基板１の材料の選択肢
が広がるとともに、開口率を７０％以上にまで上げるこ
とが可能になる。
【００３１】なお、上記の実施の形態では、感光性を有
する樹脂を用いて平坦化膜３を形成したが、感光性のな
い樹脂を用いて平坦化膜３を形成する場合は、例えば基
板１の全面に平坦化膜３を前記樹脂で形成しておき、ド
ライエッチング等の方法でスルーホール７の下孔７ａを
形成した後、前記樹脂の軟化点を超える温度で熱処理を
行うことにより、内周面に傾斜を有するスルーホール７
を上記同様に作製可能である。
【００３２】
【発明の効果】この発明では、スルーホールが、内周面
が第１電極からスイッチング素子に向かって小さくなる
円錐テーパーを有して形成されるので、スイッチング素
子に開口する穿孔を確実に確保できるとともに、第１電
極形成時にこのスルーホールを電極材料で確実に埋める
ことが容易になり、前記素子間の良好な接続を可能にす
る。また、発光を基板とは反対側の面から取り出すた
め、非透光性の基板も使用できるので、基板の材料の選
択肢が広がるとともに、開口率が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態１による有機ＥＬパネル
の構成の一例を示す断面図である。
【図２】図１のスルーホールを作製する際に形成される
前記スルーホールの下孔を示す断面図である。
【図３】この発明の実施の形態３による有機ＥＬパネル
の構成の一例を示す断面図である。
【図４】従来のスルーホールが形成された有機ＥＬパネ
ルの構成の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
１        基板
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２        スイッチング素子
３        平坦化膜（絶縁膜）
４        第１電極
５        有機物層
６        第２電極 *
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*７        スルーホール
７ａ      下孔
１０        有機ＥＬパネル
２０        有機ＥＬパネル

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】
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